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和気地区タウンミーティングでいただいた意見等と市の回答 

☆ 項 目 意 見 の 内 容 
対応可能性と 

対応時期 

対応策または 

不可能な理由等 
担当課 

1 

防災 北中学校は避難所に指定されてい

る。また、津波避難を考えると南

側に門扉、スロープを設置してほ

しい。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

南海地震の際の津波の第一波は到来まで 2

時間 10分、津波の高さは 3.5ｍと想定されて

います。北中学校の標高は 5.0ｍであり、校舎

は鉄筋コンクリート造 4階建てで耐震基準を

満たしていますので、災害への対応は一定確

保されているものと認識しています。 

一方、学校施設の整備に関しては、市内の

各学校の要望を踏まえ、予算の範囲内で学校

環境の改善に努めたいと考えています。 

学習施設課 

岡 健二 

948-6873 
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下水道 馬木町から和気町一丁目にかけて

の県道南側の地域は集中豪雨の際

浸水する。その原因と対策の完成

時期を教えてほしい。 

■可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

■次年度以降 

□未定 

□不可能 

□その他 

この地区は大川と久万川に挟まれているた

め、大雨等で河川の水位が上昇すると地区内

の水路が排水できないことが浸水の大きな原

因です。その対策として、雨水排水ポンプ場

の整備を終え、現在、雨水幹線と調整池の整

備を進めています。雨水幹線工事は、今年度

内の完成、調整池は来年度完成を目指して取

り組んでいます。 

河川水路課 

出海 恭輔 

948-6957 
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道路 久万川右岸市道和気 54号線の拡

幅により安全安心に通学できる通

学路を確保してほしい。 

まずは、通学路という表示看板

を立てるのはどうか。 

■可 能 

□対応済 

■即時対応（年度内） 

□次年度以降 

■未定 

□不可能 

□その他 

本路線の拡幅には、隣接私有地（主に農地）

の用地提供が必要であり、地元の土地改良区

や町内会が代表となり、土地所有者の同意を

得た事業要望書を提出していただく必要があ

るため、現在、地元土地改良区を通じて用地

提供も含め、合意形成を図っています。 

なお、道路拡幅までの暫定的な対策として、

区間の南北の入口 2カ所に、運転者が通学路

であることを認識できる路面表示を設置する

予定です。 

道路建設課 

仙波 好弘 

948-6476 

道路管理課 

岡田 拓也 

948-6478 

学校教育課 

平野 智彦 

948-6590 
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環境 和気浜海岸の美化について、ごみ

の持ち帰りを促す看板を設置して

ほしい。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

和気浜海岸は、国が整備し、県が管理して

いる海岸で、県の「愛ビーチ・サポーター制

度」の登録団体が、定期的に清掃活動を実施

しています。市では、清掃活動で収集したご

みの運搬・処分について、今後とも積極的に

協力させていただきます。 

海岸を管理する愛媛県がゴミの持ち帰り等

を促す看板を設置していますが、老朽化して

いることから、今回、老朽化した看板を修繕

するとのことです。 

また、ポイ捨て禁止の啓発看板については、

市が配布し、地元の皆様に設置をお願いして

います。今後も、看板が必要な場合はご連絡

をお願いします。 

環境事業推進課 

佐伯 文男 

948-6434 

河川水路課 

大西 仁 

948-6521 
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公園 和気浜緑地に災害対応の施設やご

み箱、避難看板などを設置し安全

で災害に強い公園にしてほしい。 

■可 能 

□対応済 

■即時対応（年度内） 

■次年度以降 

□未定 

□不可能 

□その他 

和気浜海岸付近への放送設備については、

平成 25年度末までに朝潮公民館にある防災行

政無線をデジタル型のものに取り換えること

としています。 

また、避難看板については、自主防災組織

と協力して今年度中に標高表示板を設置する

予定です。 

かまどベンチ等の災害対応の施設の設置は

可能と考えられます。また、ごみ箱について

は、ごみ箱の設置により持ち込みごみ、不法

投棄を誘発する側面もあり、地元の要望を踏

まえて設置しています。いずれも、地元の意

見を取りまとめて相談いただければ検討させ

ていただきます。 

危機管理担当部長付 

矢野 秋文 

948-6793 

公園緑地課 

竹本 勇 

948-6497 
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防災 和気地区では、学校や団地などま

た 26の団体がそれぞれ訓練して

いる。一人でも多くの人が助かる

よう訓練していきたい。話があれ

ば教えてほしい。 

■可 能 

■対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

□その他 

防災訓練については、従来から消防職員が

出向いて一緒にやらせていただいており、今

後も引き続き、取り組んでまいります。 

また、市主催の防災研修会や講演会等につ

いても、ネットワーク会議でご意見をいただ

きながら、より充実した内容を計画してまい

りますので、ぜひご参加をお願いします。 

消防局警防課 

金澤 英雄 

926-9218 
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まちづくり 経ケ森に遊歩道、案内板、樹名板、

の設置、頂上の整備をお願いした

い。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

 経ケ森周辺は、自然公園法、森林法等によ

り規制され、木竹の伐採等には手続きが必要

となりますので、環境省、市民参画まちづく

り課にご相談ください。 

 なお、活動資金等については、市をはじめ、

地元民間金融機関等による助成制度もありま

すので、具体的な計画が固まりましたらご相

談ください。 

市民参画まちづくり課 

古田 真樹 

948-6963 

都市政策課 

眞鍋 大蔵 

948-6479 
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伝統文化 おせったい文化を松山市の無形文

化財に指定してほしい。東屋を建

ててほしい。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

■不可能 

□その他 

「おせったい」には、定型的な儀式やしき

たりなどがないので、「おせったい」をどのよ

うに定義し、どういう行為を文化財として指

定するのか判断が難しいこと、また「おせっ

たい」は遍路沿線で自然発生的に始まったと

されており、その起源が松山にあるというこ

とではないので、市の文化財として指定する

のは現時点では難しいと考えています。 

四国遍路の独特な習慣として、これからも

地域でその気持ちを大事に守っていってほし

いと思います。 

市による東屋の整備は困難ですが、民間金

融機関等による助成制度もありますので、具

体的な計画があればご相談ください。 

文化財課 

三好 博文 

948-6603 
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環境 

都市整備 

太山寺団地に太陽光発電システム

を設置してほしい。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

 市営住宅については、現在、入居者の安全

安心のため、平成 27年度までの予定で、耐震

補強が必要な既存の建物の耐震化を進めてお

り、ご提案の既存建物への太陽光発電設備の

設置は困難な状況です。 

なお、建てかえ等による新築団地について

は、他市でも試行的に導入している例もあり

ますので、今後、費用対効果等研究していき

たいと考えています。 

住宅課 

樋ノ口 出見 

948-6934 

10 

公民館 和気公民館の駐車場を確保してほ

しい。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

公民館の駐車場は、敷地内で確保すること

を原則としていますが、敷地外で地元が土地

を確保できる場合、事前に相談をいただけれ

ば、敷地の形状等に応じた整備等の費用を勘

案し検討させていただきますので、候補地等

具体的なお考えがありましたら、事前に学習

施設課までご相談ください。 

学習施設課 

岡 健二 

948-6873 
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文化財 北中学校には大渕遺跡を示す看板

がないので設置してほしい。また、

高床式倉庫を山の中腹に建設をし

て学習の場、憩いの場としてほし

い。 

□可 能 

□対応済 

□即時対応（年度内） 

□次年度以降 

□未定 

□不可能 

■その他 

山の中腹に地域の歴史の学習の場、憩いの

場を整備することについては、多大な費用が

必要となることから、厳しい財政状況の中で

は困難と考えます。 

なお、大渕遺跡を示す案内看板の設置につ

いては、学校の許可を得られれば可能ですの

で、設置場所等についてご相談ください。そ

の際、看板の作成等の費用について、松山市

では「地域の宝みがきサポート事業」などに

よる助成制度を設けていますのでご相談いた

だきたいと思います。 

文化財課 

三好 博文 

948-6603 

 


